
営利企業役員等の兼業を依頼される場合 

営利企業取締役や監査役などの役員等の兼業については、審査委員会での審査に基づき許

可しております。役員等の兼業については、以下の場合に限り許可が可能となっております。

役員等の兼業を依頼される場合は、教養学部等総務課人事チーム（jinji.c@gs.mail.u-

tokyo.ac.jp）まで予めご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

研究成果活用企業の役員等 

研究成果活用企業とは、本学教員自らが創出した研究成果を活用する事業を、主たる事業と

する企業をいいます。 

【許可の基準】 

⚫ 活用される研究成果を、兼業を依頼された教員自らが創出していること 

⚫ 取締役の職務内容が研究成果活用事業に関係するものであり、契約締結等の営業業務

が含まれていないこと 

⚫ 本学の教員の占めている職と依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な

利害関係又はその発生のおそれがないこと 

⚫ 過去 2 年以内に、本学の教員が依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他特別な

利害関係のある職を占めていた期間がないこと 

 

株式会社・有限会社の監査役 

【許可の基準】 

⚫ 兼業を依頼された教員が、監査役の職務に従事するために必要な知見を本学の職務に

関連して有していること 

⚫ 本学の教員の占めている職と依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な

利害関係又はその発生のおそれがないこと 

⚫ 過去 2 年以内に、本学の教員が依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他特別な

利害関係のある職を占めていた期間がないこと 

 

技術移転関連事業者（TLO）の役員等 

TLOとは、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法

律（平成 10 年法律第 52 号。）」第 2 条第 1 項に規定する特定大学技術移転事業（同法第 5

条第 2項に規定する承認計画に係るものに限る。）を実施する企業をいいます。 

【許可の基準】 

⚫ 兼業を依頼された教員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業



者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること 

⚫ 取締役の職務の内容が、主として特定大学技術移転事業に関係するものであること 

⚫ 本学の教員の占めている職と依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な

利害関係又はその発生のおそれがないこと 

⚫ 過去 2 年以内に、本学の教員が依頼元との間に、物品購入等の契約関係その他特別な

利害関係のある職を占めていた期間がないこと 

 

株式会社の社外取締役 

【許可の基準】 

⚫ 就こうとする社外取締役の職務の内容が、社会連携又は産学連携の推進に資する等、本

学における研究成果及び人的資源の社会還元に繋がるものであること 

⚫ 就こうとする社外取締役の職務の経験が、本学における教育・研究活動の活性化に寄与

することが期待されるものであること 

⚫ 許可の申請に係る大学教員が、社外取締役の職務に従事するために必要な知見を有し

ていること 

⚫ 大学教員としての職務の遂行に悪影響をあたるおそれがなく、本学の社会的信頼籍及

び業務遂行の公正性の確保に支障が生じないこと 

 


